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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力変換器に接続された電源の動作電圧又は動作電流を、所定のステップ幅で増加又は
減少させて、前記電源の最大電力点を探索する探索部と、
　前記探索部が、前記電源の動作電圧又は動作電流を、連続して増加させたか否か又は連
続して減少させたか否かを判定する連続判定部と、
　前記連続判定部が、所定の回数連続して増加又は減少したと判定した場合に、前記ステ
ップ幅を増加させるステップ幅増加部と、
　を有する電力変換器の制御装置。
【請求項２】
　前記探索部が、前記電源の動作電圧又は動作電流の増加と減少を、所定の回数連続して
繰り返したか否かを判定する繰返判定部と、
　前記繰返判定部が、所定の回数連続して繰り返したと判定した場合に、前記ステップ幅
を減少させるステップ幅減少部と、
　を有する請求項１記載の電力変換器の制御装置。
【請求項３】
　前記電力変換器をＰＷＭ制御する搬送波の分解能に基いて、前記ステップ幅の最小幅を
設定するステップ幅設定部を有する請求項１又は請求項２記載の電力変換器の制御装置。
【請求項４】
　前記探索部による探索が、あらかじめ設定された探索範囲の上限に達した場合、次の探
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索を前記探索範囲の下限から開始させ、前記探索部による探索が前記探索範囲の下限に達
した場合、次の探索を前記探索範囲の上限から開始させる開始位置指示部と、
を有する請求項１～３のいずれか１項に記載の電力変換器の制御装置。
【請求項５】
　前記探索部による探索が前記探索範囲の上限又は下限に所定の回数達すると、探索を停
止させる探索停止部を有する請求項４記載の電力変換器の制御装置。
【請求項６】
　前記動作電圧又は動作電流の急変を抑制する抑制部を有する請求項１～５のいずれか１
項に記載の電力変換器の制御装置。
【請求項７】
　前記抑制部は、前記動作電圧若しくは動作電流の指令値を通過させるローパスフィルタ
である請求項６記載の電力変換器の制御装置。
【請求項８】
　前記抑制部は、前記動作電圧若しくは動作電流の指令値に対して微分制限を行う請求項
６記載の電力変換器の制御装置。
【請求項９】
　前記電力変換器は、直流電力を所定の周期の交流電力に変換する変換器であって、
　前記探索部が最大電力点を探索する動作電圧又は動作電流として、前記交流電力の周期
における所定の範囲の電圧値又は電流値の平均値を求める平均値演算部を有する請求項１
～８のいずれか１項に記載の電力変換器の制御装置。
【請求項１０】
　前記探索部における探索の開始点が、短絡電流又は開放電圧に相当する位置に設定され
ている請求項１～９のいずれか１項に記載の電力変換器の制御装置。
【請求項１１】
　前記探索部における探索の開始点が、最大電力点に対して高電圧側に設定されている請
求項１～９のいずれか１項に記載の電力変換器の制御装置。
【請求項１２】
　電力変換装置に接続された太陽電池の動作電圧又は動作電流を、所定のステップ幅で増
加又は減少させて、前記太陽電池の最大電力点を探索する探索処理と、
　前記探索処理により、太陽電池の動作電圧又は動作電流が、所定の回数連続して増加し
たか否か又は連続して減少したか否かを判定する連続判定処理と、
　前記連続判定処理により、所定の回数連続して増加又は減少したと判定された場合に、
前記ステップ幅を増加させるステップ幅増加処理と、
　を、コンピュータに実行させる電力変換装置の制御プログラム。
【請求項１３】
　電力変換器と、
　前記電力変換器を制御する変換器制御部と、
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の制御装置と、
を有する電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、電源の最大電力点を探索する電力変換装置の制御装置、制御プロ
グラム及び電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光発電装置、風力発電装置、燃料電池、蓄電池等の分散型電源は、負荷との接続や
系統との連系のための電力変換装置が不可欠である。例えば、太陽光発電装置は、ＰＣＳ
（Power Conditioning System）と呼ばれる電力変換装置に接続することにより、所望の
電力を系統へ供給できるように構成されている。
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【０００３】
　現行のＰＣＳは、多くの場合、昇圧のためのＤＣ－ＤＣコンバータ、直交変換のための
インバータと呼ばれる電力変換器と、その制御部を有している。また、ＰＣＳは、日射量
が時々刻々と変化する中で、出力電力が最大となる最大電力点を追従させるＭＰＰＴ（Ma
ximum power point Tracker)制御部も有している。
【０００４】
　ＭＰＰＴでは、常に変動する気象条件等の下で、出力が最大となる電流×電圧の値、つ
まり最大電力点を自動で求める。このようなＭＰＰＴにおいて、最大電力点を探索する手
法として一般的に採用されている手法が、山登り法である。山登り法とは、一定時間間隔
で、電池電圧を所定のステップ幅で変化させ、出力電力の増減を確認し、常に出力電力が
増加する方向に電圧を増減変化させることにより、最大電力点を探索する手法である。
【０００５】
　このような山登り法の探索の技術として、以下のようなものが提案されている。
（１）一次探索として、一定の電圧範囲内で設定された粗めの電圧ステップ幅で探索する
。そして、複数の山の最も高い頂点付近を検出した後、二次探索として、一次探索よりも
狭い電圧ステップ幅で探索する(例えば、特許文献１参照)。
【０００６】
（２）一定の電圧範囲内を探索した後、発電電力と電圧の関係から近似曲線を計算し、曲
線の曲率に応じて、電圧ステップ幅を設定する(例えば、特許文献２参照)。
【０００７】
（３）電流－電圧曲線における最大電力点を挟んで、電流モードと電圧モードに分けて、
電流モードでは、所定の電流ステップ幅で電流を変動させ、電圧モードでは、所定の電圧
ステップ幅で電圧を変動させる（例えば、特許文献３参照）。
【０００８】
（４）太陽電池に寄生している静電容量による検出誤差を低減する。つまり、電圧、電流
を高速に変化させる際に、静電容量からの放電、充電により電流－電圧曲線が変化して、
ヒステリシスループが発生する。この影響をなくすために、電圧の時間微分値がゼロにな
る時点の電圧、電流を検出している(例えば、特許文献４参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１２－２２１１５１号公報
【特許文献２】特許第３３５９２０６号公報
【特許文献３】米国特許第８７５４６２７号明細書
【特許文献４】特許第４４９１６２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、上記の（１）～（４）の技術においては、ある一定範囲の電圧ステップ幅で
、最大電力点を探索するモードが存在する。このため、探索に時間がかかり、発電機会の
損失が生じる。
【００１１】
　また、（４）のように、太陽電池に寄生している静電容量の影響を低減するために、時
間微分する方法においては、電圧などの検出値が安定せず、微分値がゼロになりにくい。
このため、微分値がある程度のしきい値以下になっていることから判断せざるを得ないが
、この場合であっても何度も制御調整が必要となる。
【００１２】
　さらに、最大電力点を高速に探索する場合、電力変換装置のエネルギーバッファである
コンデンサの電圧又はリアクトルの電流を高速に制御する必要がある。この場合、太陽電
池の発電電力も急速に変化する。このような急速な変化は、高調波を発生させる。
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【００１３】
　しかし、電力変換装置の出力に接続される機器や系統によっては、急変してはいけない
制約があるため、かかる高速な探索が困難な場合がある。このような制約としては、周辺
への電波障害等を防止するための交流系統の高調波規制などがある。
【００１４】
　これに対処するため、電力－電圧特性カーブを定期的にスキャニングすること、電力制
御幅を広げること等が考えられる。しかし、そのためには、部品点数が増える、高価な制
御回路、素子が必要となる等により、コスト増となる。
【００１５】
　本発明の実施形態は、上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたもの
であり、その主たる目的は、発電電力最大化制御において、最大電力点を高速に探索でき
るとともに、発電機会の損失を低減して大きな電力を得ることができ、制御調整が少なく
て済む電力変換器の制御装置、制御プログラム及び電力変換装置を提供することにある。
【００１６】
　また、実施形態の従たる目的は、探索時間を高速化しつつ、エネルギーバッファを小型
化、低コスト化できる電力変換器の制御装置、制御プログラム及び電力変換装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記のような目的を達成するため、実施形態の電力変換装置の制御装置は、電力変換器
に接続された電源の動作電圧又は動作電流を、所定のステップ幅で増加又は減少させて、
前記電源の最大電力点を探索する探索部と、前記探索部が、前記電源の動作電圧又は動作
電流を、連続して増加させたか否か又は連続して減少させたか否かを判定する連続判定部
と、前記連続判定部が、所定の回数連続して増加又は減少したと判定した場合に、前記ス
テップ幅を増加させるステップ幅増加部と、を有する。
【００１８】
　なお、他の態様として、上記の各部の機能をコンピュータに実行させるプログラムとし
て捉えることもできる。さらに、他の態様として、上記の電力変換器及び制御装置を有す
る電力変換装置を構成することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施形態の電力変換装置を示すブロック図である。
【図２】一般的な山登り法によるＭＰＰＴ制御における電圧－電力特性を示す図である。
【図３】第１の実施形態のＭＰＰＴ制御における電圧－電力特性を示す図である。
【図４】第１の実施形態のステップ幅増加処理を示すフローチャートである。
【図５】第２の実施形態のＭＰＰＴ制御部を示すブロック図である。
【図６】第２の実施形態のＭＰＰＴ制御における電圧－電力特性を示す図である。
【図７】第２の実施形態のステップ幅減少処理を示すフローチャートである。
【図８】第３の実施形態の搬送波の分解能（ａ）、電力変換器のコンデンサ（ｂ）、電圧
の減少幅（ｃ）を示す説明図である。
【図９】第４の実施形態のＭＰＰＴ制御部を示すブロック図である。
【図１０】第４の実施形態の開始位置制御を示す図である。
【図１１】第５の実施形態のＭＰＰＴ制御部を示すブロック図である。
【図１２】第５の実施形態の傾き制限を示す説明図である。
【図１３】第６の実施形態のＭＰＰＴ制御部を示すブロック図である。
【図１４】第６の実施形態の交流電圧の周期を示す説明図である。
【図１５】一定の大きなステップ幅で探索した場合の電圧指令、太陽電池電圧、発電電力
を示す説明図である。
【図１６】一定の小さなステップ幅で探索した場合の電圧指令、太陽電池電圧、発電電力
を示す説明図である。
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【図１７】ステップ幅を減少させて探索した場合の電圧指令、太陽電池電圧、発電電力を
示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
［第１の実施形態］
　本実施形態が適用される電源システム１００を、図１を参照して説明する。この電源シ
ステム１００は、電源２００、ＰＣＳ３００を有する。
［構成］
［電源］
　電源２００は、電力の供給源である。この電源２００としては、例えば、分散型電源と
することができる。分散型電源は、大規模発電所と比較して、電力の需要地に近い場所に
分散して配置される発電設備である。本実施形態に適用される電源２００としては、発電
電力が比較的不安定な、太陽光発電装置、風力発電装置等が適しているが、これに限定す
るものではない。燃料電池、蓄電池等にも適用可能である。以下の説明では、太陽光発電
装置を電源２００とする場合を例に説明する。
【００２１】
［ＰＣＳ］
　ＰＣＳ３００は、電源２００の発電電力を負荷や系統に応じた電力に変換する電力変換
装置である。ＰＣＳ３００は、電力変換器４００、制御装置５００を有する。
【００２２】
　電力変換器４００は、入力された電力の変換を行う回路である。電力変換器４００は、
例えば、電源２００からの直流電圧を昇圧させるＤＣ－ＤＣコンバータ、直流電力を交流
電力に変換して出力するインバータを有する。ＤＣ－ＤＣコンバータ、インバータは、ス
イッチング素子を有し、オン、オフの切り替えにより、所望の電力を出力することができ
る。スイッチング素子は、ＧＴＯ、ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴ、ＩＥＧＴ等の自己消弧型素
子であり、電源及び駆動回路に接続されている。
【００２３】
　なお、電力変換器４００は、上記の構成には限定されない。現在又は将来において利用
可能な種々の変換器を適用可能である。例えば、直流電力を供給するために、ＤＣ－ＤＣ
コンバータのみの電力変換器４００を適用することもできる。また、ＤＣ－ＤＣコンバー
タを省略したインバータのみの電力変換器４００を適用することもできる。また、電力変
換器４００は、ＰＣＳ３００内にではなく太陽光発電装置などの各電源２００に個別に設
置されるＤＣ－ＤＣオプティマイザーやマイクロインバータなどのＭＩＣ（Module Integ
rated Converter）であってもよい。
【００２４】
　制御装置５００は、電力変換器４００を制御する装置である。制御装置５００は、コン
ピュータを所定のプログラムで制御することによって、若しくは専用の電子回路によって
実現できる。この場合のプログラムは、コンピュータのハードウェアを物理的に活用する
ことで、以下に述べるような各部の処理を実現するものである。なお、各部の処理を実行
する方法、プログラム及びプログラムを記録した記録媒体も、実施形態の一態様である。
また、ハードウェアで処理する範囲、プログラムを含むソフトウェアで処理する範囲をど
のように設定するかは、特定の態様には限定されない。
【００２５】
　この制御装置５００は、記憶部１０、変換器制御部２０、ＭＰＰＴ制御部３０を有する
。記憶部１０は、ＰＣＳ３００による電力変換処理に必要な各種の情報を記憶する処理部
である。記憶部１０としては、半導体メモリ、ハードディスク等、現在又は将来において
利用可能なあらゆる記憶媒体を使用できる。すでに情報が記憶された記憶媒体を、読み取
り装置に装着することにより、記憶内容を各種の処理に利用可能となる態様で記憶部１０
を構成してもよい。
【００２６】
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　この記憶部１０には、プログラム等を格納する主記憶装置、一時的な記憶領域として使
用されるキャッシュメモリ、バッファメモリ、レジスタ等も含まれる。図示しないセンサ
やネットワークを介して外部から入力される情報や各部の間で処理タイミングの相違を吸
収してやり取りされる情報の記憶領域も、記憶部１０として捉えることができる。
【００２７】
　記憶部１０に記憶される情報は、センサにより検出されて入力される情報、ネットワー
クを介して外部から入力される情報、後述する変換器制御部２０、ＭＰＰＴ制御部３０に
おいて生成される情報等である。このような情報は、電源２００の動作電圧や動作電流、
電源２００の発電電力、電圧指令値、電流指令値を含む。動作電圧、動作電流、発電電力
、電圧指令値、電流指令値は、検出値でもよいし、いずれかの実測値等から制御装置５０
０の演算により求めた推定値であってもよい。
【００２８】
　また、この情報としては、ＭＰＰＴ制御部３０、変換器制御部２０の処理のために、あ
らかじめ設定される設定値も含む。設定値は、探索の開始位置、ＭＰＰＴの制御タイミン
グ、ＭＰＰＴのステップ幅、連続回数、ステップ幅の増分、繰返回数、ステップ幅の減分
、搬送波の分解能、ステップ幅の最小幅、上限及び下限を含む探索範囲、上限又は下限に
達する回数、交流電力の周期を含む。これらの情報の使用については、後述する。
【００２９】
　変換器制御部２０は、電力変換器４００を制御する処理部である。変換器制御部２０は
、例えば、電力変換器４００のスイッチング素子のオンオフの切り替え指示を、駆動回路
に出力することにより、電圧指令値又は電流指令値に応じた電力を出力させる。変換器制
御部２０による制御は、例えば、ＰＷＭ制御により行う。ＰＷＭ制御は、変調波と搬送波
を比較して、変調波が大きな期間だけ、スイッチング素子をオンにする制御である。
【００３０】
　ＭＰＰＴ制御部３０は、発電電力最大化制御を行う処理部である。つまり、ＭＰＰＴ制
御部３０は、電源２００の出力電力が最大となる動作点を探索する。このＭＰＰＴ制御部
３０は、探索部３１、連続判定部３２、ステップ幅増加部３３を有する。
【００３１】
　探索部３１は、電力変換器４００に接続された電源２００の動作電圧又は動作電流を、
所定のステップ幅で増加又は減少させて、電源２００の最大電力点を探索する処理部であ
る。つまり、探索部３１は、山登り法によるＭＰＰＴ制御を行う。山登り法では、例えば
、図２の電力－電圧特性に示すように、所定の制御タイミングで、電源２００の動作電圧
を所定のステップ幅であるΔｖだけ変化させて、出力電力が増加したか減少したかを確認
する。
【００３２】
　そして、増加する方向にΔｖを増加又は減少させる。これを繰り返すことにより、最大
電力点Ｐｍａｘを探索する。所定の制御タイミングは、あらかじめ記憶部１０に設定され
る一定の時間間隔である。所定のステップ幅は、あらかじめ記憶部１０に設定される電圧
又は電流の変動幅である。
【００３３】
　なお、探索部３１は、あらかじめ記憶部１０に設定された探索の開始位置から探索を開
始する。探索の開始位置は、図２における電圧ゼロの短絡電流に対応する位置と、電流ゼ
ロの開放電圧に対応する位置の間のいずれかである。このため、短絡電流の位置、開放電
圧の位置から探索を開始してもよい。但し、後述するように、探索範囲が設定された場合
には、その上限、下限のいずれかから開始することになる。
【００３４】
　連続判定部３２は、探索部３１が、電源２００の動作電圧又は動作電流を、所定の回数
連続して増加させたか否か又は減少させたか否かを判定する処理部である。連続して増加
又は減少とは、一定の制御周期で実行される探索毎に、動作電圧又は動作電流の増加又は
減少が行われる過程で、図２に示すように、増加の次に増加した場合、減少の次に減少し
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た場合をいう。
【００３５】
　ステップ幅増加部３３は、連続判定部３２が、所定の回数連続して増加させた又は減少
させたと判定した場合に、ステップ幅を増加させる処理部である。所定の回数は、あらか
じめ記憶部１０に設定される連続回数である。増加させる増分は、あらかじめ記憶部１０
に設定されるステップ幅を増加させる値である。増分の設定は、加算する量を設定するこ
ともできるし、増加させるために乗算する数値を設定することもできる。
【００３６】
　例えば、所定の回数が２回の場合に、図３の電力－電圧特性に示すように、探索部３１
が、動作電圧Ｖ１をＶ２、Ｖ３へと連続して２回、ΔＶ１だけ増加させて、Ｐ１～Ｐ３へ
と電力を増大させていったとする。すると、ステップ幅増加部３３は、さらにΔＶ１に増
分を加えたΔＶ２増加させる。
【００３７】
　さらに、図示はしないが、ＰＣＳ３００には、入力部及び出力部が接続されている。入
力部は、ＰＣＳ３００の処理に必要な情報、処理の選択や指示を入力する構成部である。
入力部を介して、作業員が、記憶部１０に記憶される情報を入力することができる。入力
部としては、キーボード、マウス、タッチパネル（表示装置に構成されたものを含む）、
スイッチ、音声入力部等、現在又は将来において利用可能なあらゆる入力装置を含む。
【００３８】
　出力部は、ＰＣＳ３００における記憶部１０に記憶された情報、各部の処理結果等を、
作業員が認識可能となるように出力する構成部である。出力部としては、表示装置、プリ
ンタ、メータ、ランプ、スピーカ、ブザー等、現在又は将来において利用可能なあらゆる
出力装置を含む。例えば、表示装置に、処理中の情報を数値、グラフ等により表示させる
ことにより、作業員が運転状態を確認することができる。なお、入力部、出力部は、ＰＣ
Ｓ３００の操作盤として構成されたものも、ＰＣＳ３００にケーブル又はネットワークを
介して接続された操作用のコンピュータ端末として構成されたものも含む。
【００３９】
［作用］
　本実施形態の作用を、図３及び図４を参照して説明する。なお、以下の例は、電力変換
器４００の動作電圧を変化させて電力最大化制御を行う場合である。動作電流を変化させ
て電力最大化制御を行う場合も、基本的には同様の処理である。
【００４０】
（処理の概要）
　本実施形態のＭＰＰＴ制御部３０は、まず、図３に示すように、電力がＰ１～Ｐ３へと
増える方向に、低電圧から高電圧へ一定の電圧のステップ幅Δｖ１で変化させる。このよ
うに、電圧を同じ方向に複数回変化させている場合には、最大電力点Ｐｍａｘに達してい
ないことに相当する。この場合、ＭＰＰＴ制御部３０は、ステップ幅を、Δｖ１よりも大
きなΔｖ２に増加させることにより、速く最大電力点Ｐｍａｘにたどり着けるように制御
する。
【００４１】
（処理手順）
　以上のような本実施形態におけるステップ幅の増加処理の手順を、図４のフローチャー
トを参照して説明する。なお、この増加処理は、探索部３１による電力最大化処理の継続
中に連続して行われている処理のうち、一部を抽出して示すものである。つまり、ステッ
プ幅を増加させる一回当たりの処理を説明する。
【００４２】
　連続判定部３２は、探索部３１によるＭＰＰＴ制御の開始時に、連続回数を示す変数Ｎ
を初期化する（ステップＳ０１）。そして、連続判定部３２は、探索部３１が探索中、電
圧値を連続して増加させたか否か又は連続して減少させたか否かを判定する（ステップＳ
０２）。連続判定部３２は、探索部３１が電圧値を連続して増加又は連続して減少させた
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と判定した場合に（ステップＳ０３のＹＥＳ）、連続回数を示す変数Ｎをインクリメント
する（ステップＳ０４）。
【００４３】
　次に、連続判定部３２は、変数Ｎが所定の回数Ｙに達したか否かを判定する（ステップ
Ｓ０５）。連続判定部３２が、所定の回数Ｙに達していないと判定した場合（ステップＳ
０６のＮＯ）、連続判定処理に戻る（ステップＳ０２）。さらに、連続判定部３２は、探
索部３１が電圧値を連続して増加又は連続して減少させたと判定した場合（ステップＳ０
３のＹＥＳ）、変数Ｎをインクリメントする（ステップＳ０４）。
【００４４】
　ステップ幅増加部３３は、変数Ｎが所定の回数Ｙに達したか否かを判定する（ステップ
Ｓ０５）。ステップ幅増加部３３が、所定の回数Ｙに達したと判定した場合（ステップＳ
０６のＹＥＳ）、探索部３１による探索のステップ幅を増加させる（ステップＳ０７）。
【００４５】
　一方、ステップＳ０２で、連続判定部３２が、電圧値が連続して増加していない又は連
続して減少していないと判定した場合には（ステップＳ０３のＮＯ）、変数Ｎを初期化す
る（ステップＳ０１）。このため、連続して動作電圧が増加又は減少した場合にのみ、ス
テップ幅の増加処理の対象となる。
【００４６】
　探索部３１は、引き続き増加したステップ幅での探索を行うが、その後も、電圧値を連
続して増加又は減少させた場合、上記のステップ幅の増加処理が行われる。
【００４７】
［効果］
　本実施形態の電力変換器４００の制御装置５００は、電力変換器４００に接続された電
源２００の動作電圧又は動作電流を、所定のステップ幅で増加又は減少させて、電源２０
０の最大電力点を探索する探索部３１と、探索部３１が、電源２００の動作電圧又は動作
電流を、連続して増加させたか否か又は連続して減少させたか否かを判定する連続判定部
３２と、連続判定部３２が、所定の回数連続して増加した又は減少したと判定した場合に
、ステップ幅を増加させるステップ幅増加部３３と、を有する。
【００４８】
　探索部３１が、電圧値が所定の回数、連続して増加又は減少する方向に探索していると
いうことは、発電電力が最大となるポイントではないことを意味している。本実施形態で
は、このように電圧値が所定の回数増加していることを検知して、ステップ幅を増加する
ことができる。これにより、発電電力が最大となるポイントに速くたどり着くことができ
、発電機会の損失を低減して、発電により得られる電力量を増加させることができる。
【００４９】
　探索部３１における探索の開始点が、短絡電流又は開放電圧に相当する位置に設定され
ている場合には、最大電力点に対して遠い位置から開始することになる。この場合、本実
施形態によるステップ幅の増加又は減少による探索の高速化が有効になる。
【００５０】
　さらに、探索部３１における探索の開始点を、最大電力点に対して高電圧側に設定する
こともできる。この場合、図２及び図３に示すように、低電圧側よりも、電力－電圧特性
の曲線の傾斜が急になっているので、より高速に最大電力点に近づくことができる。例え
ば、開放電圧から探索を開始するとよい。
【００５１】
［第２の実施形態］
［構成］
　本実施形態は、基本的には、上記の第１の実施形態と同様の構成である。但し、本実施
形態のＭＰＰＴ制御部３０は、図５に示すように、繰返判定部３４、ステップ幅減少部３
５を有する。繰返判定部３４は、探索部３１が、電源２００の動作電圧又は動作電流の増
加と減少を繰り返したか否かを判定する処理部である。
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【００５２】
　ステップ幅減少部３５は、繰返判定部３４が、所定の回数連続して繰り返したと判定し
た場合に、ステップ幅を減少させる処理部である。所定の回数は、あらかじめ記憶部１０
に設定され、最大電力点の前後で生じると想定される増減の繰り返しの回数である。減少
させる減分は、あらかじめ記憶部１０に設定されるステップ幅を減少させる値である。減
分の設定は、減算する量を設定することもできるし、減少させるために乗算又は除算する
数値を設定することもできる。
【００５３】
［作用］
　本実施形態の作用を、図６及び図７を参照して説明する。なお、以下の例は、電力変換
器４００の動作電圧を変化させて電力最大化制御を行う場合である。動作電流を変化させ
て電力最大化制御を行う場合も、基本的には同様の処理である。
（処理の概要）
　電圧のステップ幅が大きい場合、探索する時間は短くなるものの、発電電力が一時的に
下がる場合がある。逆に、電圧のステップ幅が小さい場合、探索時間は長くなるものの、
発電電力が低下しない。このトレードオフから抜け出すために、発電電力が最大となるポ
イントに遠い場合、近い場合を、山登り法の動作から推定し、遠い場合には電圧ステップ
を増加させ、近い場合には電圧ステップを減少させる。
【００５４】
　つまり、本実施形態は、基本的には、第１の実施形態と同様な動作を行う。但し、図６
に示すように、探索部３１による山登り法の探索では、電源２００の電圧が、最大電力点
付近に来た場合、電圧値の増加及び減少を繰り返す。このような増加及び減少を、右往左
往すると表現する。
【００５５】
　このように、右往左往している状態においては、最大電力点がこの範囲にある可能性が
高い。このため、ステップ幅を減少させて、最大電力点に到達させることで、定常状態に
おける発電電力を安定して増加させることができる。
【００５６】
（処理手順）
　以上のような本実施形態におけるステップ幅の増加処理の手順を、図７のフローチャー
トを参照して説明する。なお、この処理は、探索部３１による電力最大化処理の継続中に
連続して行われている処理のうち、一部を抽出して示すものである。つまり、ステップ幅
を減少させる一回当たりの処理を説明する。また、この処理は、上記の第１の実施形態の
処理により、探索部３１による探索が最大電力点近傍に来た場合に行われる処理である。
【００５７】
　繰返判定部３４は、探索部３１によるＭＰＰＴ制御の開始時に、繰返回数を示す変数Ｒ
を初期化する（ステップＳ１１）。そして、繰返判定部３４は、探索部３１が探索中、電
圧値の増加に続いて減少させたか否か又は減少に続いて増加させたか否かを判定する（ス
テップＳ１２）。繰返判定部３４は、電圧値の増加に続いて減少させた又は減少に続いて
増加させたと判定した場合に（ステップＳ１３のＹＥＳ）、繰返回数を示す変数Ｒをイン
クリメントする（ステップＳ１４）。
【００５８】
　次に、ステップ幅減少部３５は、変数Ｒが所定の回数Ｚに達したか否かを判定する（ス
テップＳ１５）。ステップ幅減少部３５が、所定の回数Ｚに達していないと判定した場合
（ステップＳ１６のＮＯ）、増加及び減少判定処理に戻る（ステップＳ１２）。
【００５９】
　さらに、繰返判定部３４は、探索部３１が電圧値の増加及び減少をさせたと判定した場
合（ステップＳ１３のＹＥＳ）、変数Ｒをインクリメントする（ステップＳ１４）。ステ
ップ幅減少部３５は、変数Ｒが所定の回数Ｚに達したか否かを判定する（ステップＳ１５
）。ステップ幅減少部３５が、所定の回数Ｚに達したと判定した場合（ステップＳ１６の
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ＹＥＳ）、探索部３１による探索のステップ幅を減少させる（ステップＳ１７）。
【００６０】
　一方、ステップＳ１２で、繰返判定部３４が、電圧値の増加及び減少をさせていないと
判定した場合（ステップＳ１３のＮＯ）、変数Ｒを初期化する（ステップＳ１１）。この
ため、連続して動作電圧が増加及び減少した場合にのみ、ステップ幅の減少処理の対象と
なる。
【００６１】
　探索部３１は、引き続き減少したステップ幅での探索を行うが、その後も、増減を繰り
返す毎に、上記のステップ幅の減少処理を行い、最大電力点を探索する。
【００６２】
［効果］
　本実施形態は、上記の第１の実施形態の構成に加えて、探索部３１が、電源２００の動
作電圧又は動作電流の増加と減少を、所定の回数連続して繰り返したか否かを判定する繰
返判定部３４と、繰返判定部３４が、所定の回数連続して繰り返したと判定した場合に、
ステップ幅を減少させるステップ幅減少部３５とを有する。
【００６３】
　このため、まず、第１の実施形態と同様に、動作電圧の増加が連続している場合、最大
電力点まで遠いと推定できるので、ステップ幅を増加させて、探索時間を短くすることが
できる。さらに、動作電圧の増加と減少を繰り返している場合、最大電力点に近いと推定
できるので、ステップ幅を減少させて、発電電力の低下を防止している。このように、第
１の実施形態に加えて、本実施形態の動作を組み合わせることで、短時間での探索と発電
電力の最大化が両立できるという効果が得られる。
【００６４】
［第３の実施形態］
　本実施形態は、基本的には、上記の第２の実施形態と同様の構成である。但し、記憶部
１０にあらかじめ設定されるステップ幅の最小値が、変換器制御部２０が、変調波と比較
する搬送波の分解能に基づいて設定されている。つまり、ディジタル制御を行う場合、図
８（ａ）に示すように、搬送波は、変調波との比較を行う制御周期として、最小の分解能
ｎが存在する。
【００６５】
　本実施形態においては、この分解能ｎを、上記の第２の実施形態のように、ステップ幅
を減少させていった場合の最小ステップ幅とする。例えば、電力変換器４００が電圧型で
ある場合には電圧を、電流型である場合は電流を、変調波と比較する搬送波の分解能にす
る。
【００６６】
　図８（ｂ）に、電圧型の電力変換器４００の場合の例を示す。通常、電圧型の電力変換
器４００は、コンデンサＣをエネルギーバッファとして、電圧でエネルギーを蓄積してい
る。エネルギーの蓄積量で、ある程度電圧が変動する。この変動幅を、Ｖｍａｘ～Ｖｍｉ
ｎとすると、図８（ｃ）に示すように、最小値Ｖｍｉｎを搬送波の分解能ｎで除算した値
を、電圧値Ｖｃから減少させる最小のステップ幅ΔＶとする。
【００６７】
　これにより、電源２００の電圧－電力特性において、発電電力の低下防止を図り、定常
的な発電力の最大化が可能となる。なお、電流型の電力変換器４００であって、リアクト
ルをエネルギーバッファとして用いる場合にも、電流値を減少させる最少のステップ幅を
、分解能を基準に設定してもよい。なお、ステップ幅を、必ずしも最小分解能に一致させ
る必要はない。例えば、十分に分解能が高ければ、最小分解能の２倍等でもよい。
【００６８】
［第４の実施形態］
［構成］
　本実施形態は、基本的には、上記の第２の実施形態と同様の構成である。但し、本実施
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形態のＭＰＰＴ制御部３０は、図９に示すように、開始位置指示部３６、探索停止部３７
を有する。また、記憶部１０には、探索部３１による探索範囲が、あらかじめ設定されて
いる。探索範囲は、探索する電圧又は電流の上限と下限である。
【００６９】
　このような探索範囲を設定する理由は、主として以下の通りである。
（１）探索時間を優先するか正確な探索を優先するかの戦略的理由
（２）電力変換器４００の仕様上の制約
【００７０】
　（１）については、まず、探索範囲としての最大限は、短絡電流と開放電圧に相当する
範囲である。この探索範囲を調整することにより、探索時間を調整することができる。例
えば、経験的に最大電力点をとなる可能性が高い範囲で探索範囲を設定することにより、
短時間での探索が可能となる。但し、例えば、太陽光パネルの電流－電圧特性を示す曲線
が、複数のピーク点を示す場合がある。この場合、敢えて探索範囲を絞れば、その範囲内
のピーク点のみを探索するので、短時間に探索できる。一方、探索範囲を広げれば、探索
時間はかかるが、本当の最大電力点を探索できる可能性を高めることができる。つまり、
探索範囲を設定するのは、探索時間との関係で、ピーク点をどこまで探索するかという戦
略的な理由がある。
【００７１】
　（２）については、電力変換器４００としては、ＭＰＰＴ制御において、低い電圧まで
探索しようとすると、短絡電流に近づくので、大電流が流れることになる。しかし、電力
変換器４００の仕様上、流すことができる電流には制限があるため、この制限を超える探
索ができない場合がある。つまり、電力変換器４００として操作できる電圧又は電流の上
限、下限は必ず存在する。このため、探索範囲の上限と下限は、電力変換器４００の設計
に合わせて設定することが考えられる。つまり、探索範囲を設定するのは、電力変換器４
００としての固有の制約があるという理由がある。
【００７２】
　本実施形態における探索範囲は、特定の範囲には限定されないが、上記の（１）（２）
を考慮した適切な範囲とすることができる。一例として、温度係数による変動幅、製品に
よる変動幅、検出誤差、マージンのうちのいずれか又はこれらの一部若しくは全部を組み
合わせた範囲とすることが考えられる。温度係数による変動幅とは、例えば、光の強度、
スペクトル、温度等の測定条件について定められた基準状態（ＳＴＣ）における最大電力
点の温度係数によるバラつきである。製品による変動幅とは、量産される電源２００の各
製品に生じるバラつきである。検出誤差は、センサ、制御装置５００等において生じうる
検出値の誤差である。マージンは、範囲に余裕をもたせるための範囲である。
【００７３】
　開始位置指示部３６は、探索部３１による探索が、あらかじめ設定された探索範囲の上
限に達した場合、次の探索を探索範囲の下限から開始させ、探索部３１による探索が探索
範囲の下限に達した場合、次の探索を探索範囲の上限から開始させる処理部である。探索
停止部３７は、探索部３１による探索が探索範囲の上限又は下限に所定の回数達すると、
探索を停止させる処理部である。この所定の回数は、あらかじめ記憶部１０に設定されて
いる。
【００７４】
［作用］
　以上のような本実施形態の作用を、図１０を参照して説明する。図１０は、電圧－電力
特性における探索範囲の上限及び下限を示す。例えば、電源２００は、外部の環境の変化
によって、電圧－電力特定が大きく変化する。例えば、太陽電池は、温度やセル間の照度
バラつきによって、さまざまな形に電圧一電力カーブが変化する。このため、意図しない
動作をすることが考えられる。
【００７５】
　本実施形態においては、図１０に示すように、開始位置指示部３６は、探索部３１によ
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る探索が、探索範囲の下限に達した場合に、上限から動作を再開させる。また、これとは
逆に、開始位置指示部３６は、探索部３１による探索が、探索範囲の上限に達した場合に
、下限から動作を再開させる。これにより、探索部３１は、必ず範囲内の最大点を探すよ
うに動作する。
【００７６】
　探索停止部３７は、探索部３１による探索が探索範囲の上限又は下限に所定の回数達す
ると、探索を停止させる。つまり、上記のような動作を所定の回数だけ繰り返した場合は
、探索部３１は、上限又は下限で動作を停止する。
【００７７】
［効果］
　上記のように、電圧－電力特性は、図１０に示したような特性となるわけではない。し
かし、山登り法による探索では、少なからず最大点とは違う山を探しに行くことがあり、
それによって、発電電力最大化制御の探索範囲の上限、下限で止まってしまい、発電電力
の最大点にたどり着かないことがある。
【００７８】
　例えば、探索中に、電力は上昇しているにもかかわらず、上限又は下限に達した場合に
、その状態に嵌って抜け出せなくなる場合がある。このような場合、特定のアルゴリズム
で回避することも可能である。
【００７９】
　しかし、本実施形態では、上記のようなアルゴリズムを不要として、下限に達した場合
、上限に戻って探索を再開し、上限に達した場合、下限に戻って探索を再開するという単
純な処理によって、上限、下限で止まってしまうことが防止され、最大電力点に確実に到
達できる。
【００８０】
　但し、必ずしも上限、下限で止まることが悪いわけではなく、最大電力点を探索した結
果の可能性もある。このため、上記のような動作を所定の回数だけ繰り返した場合は、上
限、下限で動作を停止することができる。
【００８１】
［第５の実施形態］
［構成］
　本実施形態は、基本的には、上記の第２の実施形態と同様の構成である。但し、図１１
に示すように、本実施形態のＭＰＰＴ制御部３０は、動作電圧又は動作電流の急変を抑制
する抑制部３８を有する。この抑制部３８は、例えば、発電電力最大化制御の電圧又は電
流の指令値に対して、微分制限をする処理部である。つまり、抑制部３８は、指令値に対
して、傾き制限としてｄｖ／ｄｔ又はｄｉ／ｄｔを入れることにより、急増、急減を抑制
する。
【００８２】
［作用］
　以上のような本実施形態の作用を、図１２を参照して説明する。本実施形態においては
、探索部３１による探索において、抑制部３８が、微分制限により、変換器制御部２０に
対する電圧又は電流の指令値の急増、急減を抑制する。これにより、電力変換器４００の
エネルギーバッファとなっているコンデンサの電圧又はリアクトルの電流の急増、急減が
少なくなる。
【００８３】
　制御周期は一定であるので、例えば、電圧のステップ幅を増やせば増やす程、エネルギ
ーがエネルギーバッファに急激に流れ込んできて破綻する可能性が生じる。このため、抑
制部３８による抑制を行い、急峻な流れ込みを防止している。
【００８４】
　動作電圧又は動作電流を変化させる時間間隔を変化させなくても、発電電力の急変を抑
制することができるため、探索時間には影響しない。なお、抑制部３８として、ローパス
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フィルタを適用することによっても、上記と同様の処理を実現できる。
【００８５】
［効果］
　以上のよう本実施形態では、エネルギーバッファであるコンデンサの電圧又はリアクト
ルの電流を高速に制御できない場合においても、エネルギーバッファを小型化、低コスト
化することができる。その結果、電力変換装置１００の小型化、低コスト化が可能となる
。
【００８６】
［第６の実施形態］
［構成］
　本実施形態は、基本的には上記の第２の実施形態と同様の構成である。但し、本実施形
態におけるＭＰＰＴ制御部３０は、図１３に示すように、平均値演算部３９を有する。平
均値演算部３９は、探索部３１が最大電力点を探索する動作電圧又は動作電流として、交
流電力の周期における所定の範囲の電圧値又は電流値の平均値を求める処理部である。
【００８７】
［作用］
　以上のような本実施形態の作用を、図１４を参照して説明する。まず、上記のように、
探索部５１は、山登り法で発電電力の増減を確認する。この場合、電力変換器４０におけ
るスイッチング素子のスイッチの切り替えによる電圧又は電流の変動や、電力変換装置の
出力が交流であった場合の変動がある。このため、常に一定の電力が維持されているわけ
ではなく、微細な増減が生じている。
【００８８】
　例えば、このような振動成分については、電力変換器４００の入力側である電源２００
側に、コンデンサを追加することにより取り除く方法が考えられる。しかし、電力変換器
４００の出力の周波数による振動成分は、比較的低周波となり、振動成分を取りきれない
。または、追加するコンデンサが大型化してしまうという問題がある。
【００８９】
　本実施形態においては、平均値演算部３９が、探索部３１が、電圧又は電流の変動によ
って発電電力の増減を誤って判断しないように、平均電力を求める。ここで、交流による
電力脈動は、単相であれば２倍周波数、３相であれば６倍周波数が支配的となる。このた
め、平均値演算部３９が、例えば、交流の半周期ｓで平均電力を演算することで、探索部
３１においては、変動分を無視することができる。
【００９０】
　さらに、現在の単相系統においては、半波整流器など、電圧が正または負であるときだ
けしか電流が流れない負荷からの高調波の影響を受けて、電力変換器４００が制御する電
力に、１倍周波数、つまり交流周波数が混在することがある。その場合は、平均値演算部
３９は、交流の１周期Ｓで平均電力を演算する。これにより、探索部３１は、変動分を無
視することができる。
【００９１】
［効果］
　以上のように、本実施形態によれば、電力変換器４００の入力側に大型のコンデンサを
必要とせずに、発電電力の増減を誤って判断することを防止できる。このため、電力変換
装置１００の小型化、低コスト化、制御精度向上が可能となる。
【００９２】
［実施例］
　さらに、上記の実施形態の効果を示す実施例を、図１５、図１６、図１７を参照して説
明する。図１５、図１６、図１７は、全て横軸は時間［ｓ］であり、上段の縦軸は電圧指
令［Ｖ］、中段の縦軸が電源としての太陽電池電流［Ａ］、下段の縦軸が時間毎の発電電
力［Ｗ］を示す。各図の横の吹き出しは、上段、中段、下段のグラフの一部を拡大した図
である。
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【００９３】
　そして、図１５は電圧ステップ幅を比較的大きい一定の値に設定した場合の比較例、図
１６は電圧ステップ幅を比較的小さい一定の値に設定した場合の比較例、図１７は、第２
の実施形態のように、電圧ステップ幅を可変とした場合の実施例である。
【００９４】
　図１５は、発電電力最大化制御においては、電圧ステップ幅を大きくしているため、制
御を開始してから最大発電電力点の発見までに要する時間は短い。しかし、電圧ステップ
幅が大きいため、発電電力が一時的に下がってしまうステップが存在する。そのため、最
大発電電力点の発見は速いものの、発電電力量が低下してしまう。
【００９５】
　図１６は、発電電力最大化制御においては、電圧ステップを小さくしているため、発電
電力が一時的に下がってしまうステップが少なく、逆に最大発電電力点の発見までに要す
る時間は長い。そのため、最大電力点の発見が遅く、太陽電池に照射されている太陽光が
時々刻々とするのに追従できず、発電機会を失い、結果として発電電力量が低下してしま
う。
【００９６】
　図１７は、本実施形態の実施例であり、電圧ステップを可変した場合の動作波形である
。最大発電電力の発見に要する時間は短く、そこから電圧ステップを小さくしていくこと
で、発電電力が一時的に下がってしまうこともないため、最大発電電力点の発見が早く、
なおかつ発電電力量が大きくなる。
【００９７】
　なお、図１７の実施例は、電圧ステップを小さくしていく動作を示すために回路解析し
たものである。但し、第１の実施形態で示したように、逆に電圧ステップを大きくしてい
く動作もある。両者は、ほぼ同様の動作となるため、説明を割愛する。また、電圧ステッ
プを小さくしていく変化量又は大きくしていく変化量については、特に限定していない。
つまり、電圧ステップを小さくしていく動作では、４Ｖ→３Ｖ→２Ｖ→１Ｖと動作し、電
圧ステップを大きくしていく動作では、１Ｖ→３Ｖ→４Ｖでもよい。
【００９８】
［他の実施形態］
（１）本実施形態は、上記のような態様には限定されない。例えば、電力変換装置を構成
する電力変換器、接続される電源は、上記のように種々のものが考えられる。このため、
電力変換装置についても、いわゆるＰＣＳと呼ばれる装置には限定されず、ＭＰＰＴ制御
及び変換器制御が可能である装置であればよい。また、電力変換装置を、多数の太陽電池
モジュールのそれぞれに接続されるマイクロインバータとして構成することもできる。
【００９９】
（２）実施形態に用いられる情報の具体的な内容、値は自由であり、特定の内容、数値に
は限定されない。例えば、記憶部に設定される設定値としての好ましい値は、電源の発電
状況、電源及び電力変換器の仕様等の種々の要因に依存するため、種々の値が考えられる
。また、電源及び電力変換器の運転状況に応じて、設定値を動的に変更してもよい。さら
に、実施形態において、設定値に対する大小判断、一致不一致の判断等において、以上、
以下として値を含めるように判断するか、より大きい、上回る、より小さい、下回るとし
て値を含めないように判断するかの設定も自由である。
【０１００】
（３）本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示し
たものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれると同様に、請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
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【０１０１】
１００　電源システム
２００　電源
３００　ＰＣＳ
４００　電力変換器
５００　制御装置
１０　記憶部
２０　変換器制御部
３０　ＭＰＰＴ制御部
３１　探索部
３２　連続判定部
３３　ステップ幅増加部
３４　繰返判定部
３５　ステップ幅減少部
３６　開始位置指示部
３７　探索停止部
３８　抑制部
３９　平均値演算部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】
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